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交付対象事業について 

１ 新型コロナウイルス感染症の影

響を受けている個人や事業者へ

の支援のため、地方公共団体が

徴収する上下水道料金や公共施

設使用料、公営住宅の家賃、給

食費等を減免する場合に交付金

を充当してよいか。 

本交付金は、新型コロナウイルス感染症への

対応として効果的な対策であり、地域の実情

に応じて必要な事業であれば、地方公共団体

が徴収する使用料等の減免も含め、原則とし

て使途（事業内容）に制限はない。 

ただし、地方公共団体が徴収する使用料等の

減免自体は歳入の減少に過ぎない一方で、本

交付金は、交付対象事業に要する費用のうち

実施計画作成地方公共団体が負担する費用

に対して充当するものであること（制度要綱

第２の４）及び基金への積立等が許容されて

いないことから、本交付金を充当する費用

（歳出）を地方公共団体において整理してお

く必要がある。（減免内容を明確にした上で、

臨時交付金充当額はその額の範囲内である

必要がある。） 

なお、減免を実施する会計ごとに、実施計画

における記載方法としては、以下を参考にさ

れたい。 

【一般会計・特別会計】 

実施計画の事業概要②（経費内容）は、「○

○の減免に係る費用」と記載し、事業概要③

（積算根拠）としては減免額の積算根拠を記

載する。 

【公営企業会計】 

実施計画の事業概要②（経費内容）は、「○

○会計に繰り出し、○○の減免に係る費用」

と記載し、事業概要③（積算根拠）としては

減免額の積算根拠を記載する。 

２ 公共施設等を休業した場合、利

用料収入が無くなることから、

当該施設等の指定管理者への支

援に交付金は充当できるか。 

新型コロナウイルス感染症への対応として

効果的な対策であり、地域の実情に応じて必

要な事業であれば、指定管理者への支援金も

含め、原則として使途に制限はない。 

ただし、可能であれば、支援を行うのに合わ

せて、休業中の施設の再開後に向けた準備

や、施設の改修等の次への備え、３密を回避
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した上での教育活動の再開に向けた教育現

場への準備の協力など、積極的に脱コロナに

向けた協力活動を引き出すような工夫を検

討されたい。 

なお、事業者等への損失補償に関する Q&A

（５月１日第１版の 17 番・18 番、5 月 12

日追加版の 1 番、５月 15 日追加版の３番）

に留意されたい。 

必要に応じ、活用事例集の事例 109 も参考

とされたい。 

３ 地方公共団体が休業要請に応じ

協力する事業者等を支援する目

的で一律に定額で支給する支援

金等については交付対象となる

ようだが、定率で支給する場合

はどうか。 

要請等に基づく休業に伴い生じる損失を補

償する目的で、「実損失額（逸失利益等）と

連動する形で助成する金額を決定する、直接

的な損失補償」については交付対象外である

が、例えば、休業等に伴い売上げが減少した

事業者を支援するため、売上減少額や休業中

も必要となる家賃等について、その一定割合

を、上限額を設けて、支援金その他の名目で

給付する場合はこれに該当しない。 

 

４ 利子補給を実施する場合、次年

度以降の利子分は交付対象とな

るか。 

本交付金は、原則として令和２年度実施事業

が交付対象事業となるため、利子補給金とし

ては原則として令和２年度に発生する利子

分に対する利子補給金が本交付金の対象と

なる。 

ただし、令和３年度以降の利子分相当額を、

支援金等の形で金融機関に一括交付する場

合は、本交付金の対象となる。（その場合、

繰上償還等により、利子補給金の地方公共団

体への返還が生じないよう工夫されたい。） 

５ 国庫補助事業について、国の令

和元年度当初予算に計上された

予備費を活用して実施する事業

に係るもので、地方公共団体の

令和元年度補正予算に計上され

た事業は交付対象となるのか。 

 

本交付金の対象にはならないが、当該国庫補

助事業の地方負担分については別途、地方財

政措置が講じられることとなっている。 
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６ 事業の実施に伴い必要となる地

方公共団体等の事務費も交付金

の対象になるのか。 

対象となる。ただし、地方公共団体の常勤職

員の給料など対象外となる経費があること

に留意されたい。 

 

７ 企業版ふるさと納税と臨時交付

金を併用することは可能か。 

制度上は可能。ただし、国庫補助事業の地方

負担分に企業版ふるさと納税に係る寄附を

充当する場合は、企業版ふるさと納税と国庫

補助金等との併用の可否に留意されたい。詳

しくは、「まち・ひと・しごと創生寄附活用

事業に関するＱ＆Ａ＜認定申請編＞」を確認

されたい。 

 

手続きについて 

８ 実施計画に記載する事業につい

て、「参考資料」の記載は必須

か。必須でない場合、記載すべ

き事業としてはどのようなもの

が該当するのか。 

 

必須の記載事項ではないが、「事業内容」欄

の補足的に活用するため、既存の予算説明資

料やホームページがあれば可能な限り記載

をお願いしたい。 

９ 同一内容の事業だが、予算区分

が R２当初や R2 補正と複数あ

る場合、実施計画にどのように

記載すべきか。 

内閣府における集計の便宜上、複数予算にま

たがる事業については、予算区分ごとに複数

行に分けて記載いただきたい。 

10 提出資料の鑑文は必要か。 不要である。 

 

11 国庫補助事業がない自治体は , 

実施計画のチェックリスト上、

国庫補助に関するチェック部分

は空欄でよいのか。 

 

空欄で差し支えない。 

12 交付限度額を超える額を実施計

画に記載する場合、「D 交付対

象経費」に全額記載するのか。

それとも、D 欄に交付限度額ま

での金額を記載の上、超過分は

「F その他」に記載するのか。 

 

全額「D 交付対象経費」に全額記載する。 

 



 4 

効果の検証について 

13 交付金を活用して実施した事業

の効果の検証はどのように行う

べきか。有識者会議を開催する

必要はあるのか。 

また、事業の実施状況や効果検

証の結果についてはどのような

形で公表すべきか。 

事業目的・事業内容に応じて、事業終了後に

アンケート調査その他の適切な方法により

効果を測定し、結果を公表されたい。また、

今後必要に応じ、内閣府が報告を求めること

がある。なお、外部有識者等の参画は必須で

はないが、特に都道府県・政令市等大規模自

治体については検討されたい。 

公表については、ホームページへの掲載によ

りその内容を一般に閲覧できるようにする

など、広く透明性を持った手法で行う必要が

ある。 

地方財政上の措置との関係について 

1４ 交付金の交付限度額の算定の基

礎となる国庫補助事業の地方負

担分について、起債を充当でき

るか。その場合、交付限度額に

影響はないか。 

 

交付金の交付限度額の算定の基礎となる国

庫補助事業の地方負担分（ハード分）につい

て、交付金を充当するか又は補正予算債を充

当するかは、地方公共団体の判断による。 

仮に補正予算債を充当した場合でも、交付金

の交付限度額に影響はない。 

 

15 国の令和元年度予備費の国庫補

助事業で特別交付税が措置され

るものについて、交付金を充当

した場合も特別交付税の算定対

象となるか。 

令和元年度予備費の国庫補助事業について、

地方公共団体の令和元年度予算計上分は特

別交付税、地方公共団体の令和２年度予算計

上分は交付金で措置されることになる。地方

公共団体の令和２年度予算計上分について

は、交付金の実際の充当の有無にかかわら

ず、特別交付税の算定の対象とならない。 

 

 


